
テーマ：障害者の権利を守る

講師：きずな西大寺法律事務所

弁護士 西村 香苗 先生

【演題1】「障害者虐待防止法について
～奈良県で起きた大橋製作所事件を振り返って～」

【演題2】「障害者の権利擁護…成年後見をつければよいのか？」

令和４年度
奈良県障害者虐待防止・権利擁護研修

令和5年1月20日（金）

主催： イラスト：麦 様

知ってください。
「障害のこと」

「虐待のこと」

受講無料、要申込

公開 座講
時間： 14：00～16：00 (受付１３:３０)

会場： 奈良県文化会館 ２階 小ホール
(奈良市登大路町6-2) 

定員：８０人

にしむら かなえ

奈良県圏域弁護士、奈良弁護士会高齢者障がい者センター運営委員など

※令和２年度に全国で虐待が
認められた障害者数は3,163人。
毎年 3,000人以上が虐待で

つらい思いをされています



申込日：

令和 年 月 日

令和４年度
奈良県障害者虐待防止・権利擁護研修

下記、必要事項をご記入のうえ、FAXまたはメールでお送り下さい。

<申込期限>
令和５年１月１２日（木）※必着

（ふりがな）

氏 名
年 代

□10代 □20代

□30代 □40代

□50代 □60代

□70代 □80代

住 所
〒

電話番号

その他連絡が可能な
連絡先

（メールアドレス、
FAXなど）

受講にあたり
必要な支援がある方
はその内容をご記入

ください

例：「車いすのため席の確保が必要」「手話通訳者が必要」 等

※送付状なしでお送りくださいFAX送信先：０７４２－２２－１８１４
メールアドレス：syogai@office.pref.nara.lg.jp


